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保護者の皆様  

                              横浜市立鴨志田中学校                               

校  長   髙 沢  忠 弘   

災害時の安全確保について 

陽春の候、保護者の皆様には本校の教育活動に対する御理解と御協力をいただき、心より 

感謝申し上げます。  

さて、横浜市立学校では、「特別警報」「警報」「降灰予報」等が発令された場合、次のように対応

させていただきます。ご理解とご対応のほどよろしくお願い申し上げます。  

  

 

○「暴風警報」等が発令されたかどうかはテレビ・ラジオ・インターネット等で確認してくだ  

さい。横浜市防災情報（http://www.city.yokohama.jp/cgi/bousai/wwwroot/yokohamal/）では、最新情報

を随時知ることができます。  

○本校ホームページの「リンク」からも、横浜市内の警報・注意情報を見ることができます。  

横浜市内（神奈川県全域又は神奈川県東部 横浜市北部）に  

１ 午前６時の段階で、「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰 

予報」   が発令・継続中の場合は休業とします。  

  

２ 登校後に「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰予報」が
発 

令された場合は、警報が発令された段階で授業を打ち切り、下校します。  

※但し、下校時刻までにおさまると予想される場合、または、帰宅することが  

危険であると判断した場合は、学校で待機する場合があります。「特別警報」に

おいては解除されるまで学校で待機します。  

  

３ その他の警報・注意報が発令・継続中の場合は通常どおり授業を行います。   

但し、地域の状況等により危険と思われる場合は、生徒の安全を第一に考えて、 

ご家庭で判断してください。この場合、登校が遅くなっても「遅刻」の扱いには 

なりません。  


